
議第６１号 

 

   高山市介護保険条例の一部を改正する条例について 

 

 高山市介護保険条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

 

  平成３０年６月４日提出 

 

高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 介護保険法施行令の改正に伴い改正しようとする。 

 

 

ただいま 議題となりました「議第９５号 高山市職員の退職手当に関する条例等

の一部を改正する条例について」 ご説明申し上げます。 

 

議案綴りの２７ページをご覧ください。 

 

 

 提案理由としましては、 

国家公務員の在職期間中における不祥事が退職後に発覚したことを契機に、 

退職手当制度の一層の適正化を図り、公務に対する信頼確保に資するため、 

退職後に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められるに至った者の 

退職手当の「全部」又は「一部」を返納させることができることとするなど、 

退職手当に係る 支給制限 および 返納制度 の見直しを行うため、 

国家公務員退職手当法の一部を改正する法律が平成２０年１２月２６日に公布さ

れ、平成２１年４月１日から施行されたところであり、 

国家公務員退職手当法の改正等に伴い 改正しようとするもの でございます。 

 

 

 

 

２８ページをご覧ください。 

 

防衛省 守屋元事務次官 

利益関係者（「山田洋行」の宮崎元専務）
との在職中の約２００回にもおよぶゴル
フ接待など 



   高山市介護保険条例の一部を改正する条例 

第１条 高山市介護保険条例（平成１６年高山市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７６，２０

０円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７６，２０

０円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）が１２５万円未満であり、かつ、

前各号のいずれにも該当しないもの 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第３８条第４項に規

定する特別控除額を控除して得た額とす

る。以下この項において同じ。）が１２

５万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

イ （略） イ （略） 

⑺～⒀ （略） ⑺～⒀ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

   附 則    附 則 

（延滞金の割合の特例） （延滞金の割合の特例） 

第４条 当分の間、第１０条第１項に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年

第４条 当分の間、第１０条第１項に規定する

延滞金の年１４．６パーセントの割合及び年



７．３パーセントの割合は、同項の規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（当該年の前

年に租税特別措置法（昭和３２年法律第２６

号）第９３条第２項の規定により告示された

割合に年１パーセントの割合を加算した割合

をいう。以下この条において同じ。）が年７．

３パーセントの割合に満たない場合には、そ

の年（以下この条において「特例基準割合適

用年」という。）中においては、年１４．６

パーセントの割合にあっては当該特例基準割

合適用年における特例基準割合に年７．３パ

ーセントの割合を加算した割合とし、年７．

３パーセントの割合にあっては当該特例基準

割合に年１パーセントの割合を加算した割合

（当該加算した割合が年７．３パーセントの

割合を超える場合には、年７．３パーセント

の割合）とする。 

７．３パーセントの割合は、同項の規定にか

かわらず、各年の特例基準割合（当該年の前

年に租税特別措置法第９３条第２項の規定に

より告示された割合に年１パーセントの割合

を加算した割合をいう。以下この条において

同じ。）が年７．３パーセントの割合に満た

ない場合には、その年（以下この条において

「特例基準割合適用年」という。）中におい

ては、年１４．６パーセントの割合にあって

は当該特例基準割合適用年における特例基準

割合に年７．３パーセントの割合を加算した

割合とし、年７．３パーセントの割合にあっ

ては当該特例基準割合に年１パーセントの割

合を加算した割合（当該加算した割合が年７．

３パーセントの割合を超える場合には、年７．

３パーセントの割合）とする。 

  

第２条 高山市介護保険条例の一部を次のように改正する。 

改  正  前 改  正  後 

（保険料率） （保険料率） 

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

第３条 平成３０年度から平成３２年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲げ

る第１号被保険者の区分に応じそれぞれ当該

各号に定める額とする。 

⑴～⑸ （略） ⑴～⑸ （略） 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７６，２０

０円 

⑹ 次のいずれかに該当する者 ７６，２０

０円 

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の

ア 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２９２条第１項第１３号に規定する合

計所得金額（以下「合計所得金額」とい

う。）（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若しく

は第２項、第３４条第１項、第３４条の



２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第３８条第４項に規

定する特別控除額を控除して得た額とす

る。以下この項において同じ。）が１２

５万円未満であり、かつ、前各号のいず

れにも該当しないもの 

２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には、当該

合計所得金額から令第２２条の２第２項

に規定する特別控除額を控除して得た額

とする。以下この項において同じ。）が

１２５万円未満であり、かつ、前各号の

いずれにも該当しないもの 

イ （略） イ （略） 

⑺～⒀ （略） ⑺～⒀ （略） 

２ （略） ２ （略） 

   附 則 

 この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成３０年８月１日から施行し、この

条例による改正後の高山市介護保険条例の規定は、平成３０年度分の保険料から適用する。 


